
　 

 
 

一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書 
 

令和７年１１月１３日 
 

長久手市議会議長　殿 
 

　長久手市議会議員　伊藤真規子 
　 
　 
会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。 

 

 
受
付

個 人 質 問　 　 第　　号 
令和  年　月　日　　　時 　 分

 
　質 問 事 項 及 び 要 旨 　備考

 

１

本市が所属する一部事務組合について 

 

⑴　各組合の中長期的な施設更新・整備計画を市としてどの

ように把握しているか。 

⑵　施設更新・整備の負担金が発生する場合があるが、市の

財政計画にどのように反映しているか。 

⑶　災害時の相互連携や情報共有体制をどのように構築し

ているか。 

⑷　今後の広域化や組合再編を検討する際の、市としての判

断基準や方針はどのようか。 

 

２

公共施設の改修計画と利用環境の向上について 

 

⑴　今後５年間に大規模改修工事を予定している施設はど

こか。 

⑵　当初計画から時期や費用が変更されたものはあるか。 

⑶　工事の内容は、躯体の長寿命化や不具合が生じている箇

所の修理に留まるのか。快適性の向上や設備改良を含むの

か。 

 

３

令和８年度の行政組織再編について 

 

⑴　今まで情報課に属していた広報広聴係を秘書課に移管

し、課名を秘書広報課とするとのことである。市長と広報



 広聴機能の連携を強化し、広報活動を戦略的に行うためと

のことだが、広報広聴機能の公平性・客観性の確保や、秘

書課の本来業務への影響について、どのように考えている

か。 

⑵　企画政策課内に行政マーケティング推進室を新設する

とのことである。具体的に、観光商工課とはどのように業

務を分け、連携し、どのようなことを進めていくのか。 


